
「別紙２」 

 

総合事業利用料 
 

（１）利用料金 

＊１ヶ月単位の定額料金となっています。（  ）内は１割負担の料金となっています。 

＊所得に応じて２割・３割負担となる場合があります。その場合（  ）内の金額の２

倍・３倍の料金となります。 

 

総合事業対象者(要支援認定を受けない者) 

及び要支援１          月額 １７,９８０円（１,７９８円） 

 

要支援２(総合事業対象者)  月額 ３６,２１０円（３,６２１円） 
 

加算（選択メニュー） 

①～⑥まで、いずれも１ヶ月単位の加算料金となっています。（  ）内は１割負担の

料金となっています。 

 

 

① サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 

  施設における介護職員の総数のうち、勤続 10年以上の介護福祉士の占める割合が

25％以上である場合に算定されます。 

  要支援 1  月額 ８８０円（８８円） 

  要支援 2  月額 １,７６０円（１７６円） 

  ※ 体制加算は、ご利用いただく全てのご利用者に対して加算されます。 

 

 

② 介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 

 介護報酬の総単位数（「基本サービス費」+「各種算定・減算された加算」）に所定

係数を掛けた金額が負担額となります。※ 全利用者様に対して加算されます。 

＊令和 6 年 5 月 31日までの間を上記加算にて算定されます。 

 

③ 介護職員等ベースアップ等支援加算 

処遇改善加算Ⅰ～Ⅲのいずれかを取得している事業所で、介護職員等の賃上げ効果の

継続に資することを要件とする加算。 

 介護報酬の総単位数（「基本サービス費」+「各種算定・減算された加算」）に所定

係数を掛けた金額が負担額となります。※ 全利用者様に対して加算されます。 

＊令和 6 年 5 月 31日までの間を上記加算にて算定されます 

 

⑥ 介護職員処遇改善加算 V（13） 

 介護報酬の総単位数（「基本サービス費」+「各種算定・減算された加算」）に所定

係数を掛けた金額が負担額となります。※ 全利用者様に対して加算されます。 

 ＊②、③の加算が統合され、令和 6年 6月 1日より上記加算へ変更となります。 

 

 

 



食費 

 昼食費５６０円 

  食材料費、おやつ費及び調理に係る費用が全額ご利用者の自己負担となります。 

 

 

 

 

※総合事業サービス対象でも、介護保険料の滞納等により、事業給付金が直

接当センターに支払われない場合があります｡ 

その場合は一旦、月額利用料金全額をご利用者からいただいたうえで、サ

ービス提供証明書を発行いたします｡ 

サービス提供証明書を後日、黒部市もしくは新川地域介護保険組合の窓口に 

提出しますと、差額の払戻しを受けることができます。 

 

※上記に記載されています自己負担額は、1割負担の料金となっています。所得等に

応じて、２割・３割負担（１割負担の２倍・３倍の料金）になる場合がございます。

（昼食費は、保険給付外の為、対象外） 

 

 

 

（２）支払方法 

毎月、１０日までに前月分の請求をいたしますので、１０日以内にお支払くださ

い。お支払いただきますと、領収書を発行いたします｡ 

 

 

 

なお、上記の料金は令和 6年 4月 1日からの適用となります。 


